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固定資産の処理方法が知りたい
　1　固定資産とは
　2　減価償却とは
　3　耐用年数とは
　4　固定資産の取得価額とは
　5　固定資産を購入したときの流れ
 　　　❶購入した固定資産の情報を登録する
 　　　❷毎年の決算日に減価償却費を計算して仕訳を作成する　～減価償却のイメージ～
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　～実際の計算方法～
開業費と創立費の入力方法が知りたい
　資産の種類の登録
　基本情報の登録
　償却方法の登録
　最終確認～完了　
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弥生会計 オンライン
かんたんガイド

4. 新規事業者向け Q&A
（固定資産の処理 / 開業費・創立費の入力）

 目次

  新規事業者向け Q&A

★本ガイドは2020年12月時点のサービスおよび製品を基に作成しています。サービスの追加や機能アップ等により内容が
　変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
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Point

 新規事業者向けQ&A
固定資産の処理方法が知りたい

固定資産は長期間にわたって使用される資産であり、使用する過程で減耗や機能低下が発生する
などの理由によって、価値が徐々に減少します。そのため、固定資産に該当する資産は耐用年数に
応じ、原則として複数年にかけて費用計上していくという方法をとっています。
会計処理では「法令で定められた耐用年数が経過すると当初の購入価値に見合う価値をほぼす
べて使い果たす」という前提に立っており、「価値を使い果たす」までの間に「資産価値が減少して
いく」と捉えます。この「資産価値の減少」を費用として計上することを「減価償却」といいます

2　減価償却とは

耐用年数とは固定資産の「使用可能である年数」のことです。しかし、実際に使用できる年数は使
い方によっても変わってきますので、一概に「何年」であるとはいえません。そこで実務上では多く
の場合、法定で定められた耐用年数を参考に設定します。弥生会計 オンラインでは、固定資産の登
録時に［耐用年数表へ］をクリックすると、減価償却資産の耐用年数を参照することができます。該
当する年数を確認して入力してください

3　耐用年数とは

事業用に購入して利用するも
のを固定資産として会計処理
する場合、左のようなイメージ
で費用を毎年計上します

Point 減価償却の考え方

耐用年数表にない場合や、ど
れに該当するか迷った場合は
税理士、または最寄りの税務
署などに確認してください

判断に迷ったときは

●［耐用年数表へ］をクリックする
と［減価償却資産の耐用年数表］画
面が表示されます



4

 新規事業者向けQ&A
固定資産の処理方法が知りたい

「取得価額」とは購入した固定資産の購入代金に加え、その設置費用や運搬費用を含めたものを
いいます。固定資産の減価償却費はこの「取得価額」を基に算出します

4　固定資産の取得価額とは














